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         化学物質管理促進法の概要        R5.5 

                  －－ＰＲＴＲ制度、化管法ＳＤＳ制度－－ 

 化学物質管理促進法（特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する

法律）は、有害性のおそれのあるさまざまな化学物質の環境への排出量を把握することなどによ

り、化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学物質による環境

の保全上の支障を未然に防止することを目的として制定されました。 

 化学物質管理促進法はＰＲＴＲ制度と化管法ＳＤＳ制度の大きな２つの柱から成り立っていま

す。 

 

Ⅰ ＰＲＴＲ制度の概要 

 

 ＰＲＴＲは、Pollutant Release and Transfer Register（化学物質排出移動量届出制度）の略

称で、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境に排出され

たか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、

公表する仕組みです。 

 対象としてリストアップされた化学物質を製造したり使用したりしている事業者は、環境中に

排出した量と、廃棄物や下水として事業所の外へ移動させた量とを自ら把握し、行政機関に年に

１回届け出ます。 

  行政機関は、そのデータを整理し集計し、また、家庭や農地、自動車などから排出されている

対象化学物質の量を推計して、２つのデータを併せて公表します。 

 ＰＲＴＲによって、毎年どんな化学物質が、どの発生源から、どれだけ排出されているかを知

ることができるようになります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済産業省・環境省「PRTR 排出量等算出マニュアル」抜粋 

 

Ⅰ－１ 対象化学物質 

 届出の対象となる化学物質は「第一種指定化学物質」として定義されています。具体的には、

人や生態系への有害性（オゾン層破壊性を含む）があり、環境中に広く存在する（暴露可能性が

ある）と認められる物質として、計 515 物質が指定されています。そのうち、発がん性等のある

「特定第一種指定化学物質」として 23 物質が指定されています。 

PRTR データのフロー 
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Ⅰ－２ 対象事業者   

 ＰＲＴＲ制度の対象事業者は、第一種指定化学物質を製造、使用その他業として取り扱う等に

より、事業活動に伴い当該化学物質を環境に排出されると見込まれる事業者であり、具体的には

次の(1)～(3)の要件全てに該当する事業者となります。   
  
(1) 対象業種 

 下記の対象業種一覧に示す 24 業種のいずれかに属する事業を営んでいる事業者 

対象業種とあて先（大臣） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済産業省・環境省「ＰＲＴＲ届出の手引き」抜粋 
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(2) 従業員数 

 常用雇用者数が 21 人以上の事業者  
（本社及び全国の支社、出張所等を含め、全事業所を合算した従業員数が 21 人以上の事業者）  
  
(3) 取扱量等 

 次のいずれかに該当する事業者 

 ①いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が１ｔ以上の事業所を有する事業者 

  ②いずれかの特定第一種指定化学物質の年間取扱量が 0.5ｔ以上の事業所を有する事業者 

 （①、②については、対象物質の中には化合物に含まれる金属元素、シアン、ふっ素等の量で   

判断するものもあります。） 

  ③金属鉱業又は原油・天然ガス鉱業を営み、鉱山保安法に規定する建築物、工作物その他の施   
設を設置している事業者 

  ④下水道業を営み下水道終末処理施設を設置している事業者 

  ⑤ごみ処分業又は産業廃棄物処分業（特別管理産業廃棄物処分場を含む。）を営み、一般廃棄   
物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置している事業者 

  ⑥ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を設置している事業者 

 

   ※ 年間取扱量：対象物質の年間製造量と年間使用量を合計した量 

 

判定フロー図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (*1) 特定第一種指定化学物質は 0.5ｔ 

      (*2) 特定第一種指定化学物質は 0.1 質量％ 

      (*3) 特定第一種指定化学物質は 0.5ｔ 

 

対象業種に該当する事業
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か？ 
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Ⅰ－３ 排出量・移動量の把握 

 

(1) 算出の方法 

 以下の方法により排出量・移動量を算出します。この際、物質群として指定されている第一種

指定化学物質については、当該元素（無機シアン化合物についてはシアン）量に換算した量を排

出量・移動量とし、ダイオキシン類については、ＴＥＱ換算量（2,3,7,8-ベンゾ-パラ-ジオキシン

の毒性量に換算した量）を排出量・移動量とします。 

 

 ①物質収支を用いる方法 

 ②実測値を用いる方法  
 ③排出係数を用いる方法  
 ④蒸気圧、溶解度等の物性値を用いる方法  
 ⑤その他、的確に排出量を算出できると認められる方法 

 

これらの方法による算出の基本的考え方等について解説した各種マニュアルが整備されていま

す。 

 

●ＰＲＴＲ排出量等算出マニュアル（ＰＤＦ版）：経済産業省・環境省  
・排出量等の算出の基本的考え方等について掲載  
・各ページがＰＤＦファイルのため、配布や印刷に適しています。  
  
●業種別排出量等算出マニュアル：各業界団体  
・各業界団体が作成した業種別のマニュアルで、より詳細な内容となっています。詳細は以下の

経済産業省の HP をご確認ください。  
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/gyoushumunyuaru.html 

  
●ＰＲＴＲ排出量等算出マニュアル（電子版）：経済産業省・環境省  

・排出量等の算出の基本的考え方等について解説した算出マニュアルについて、インターネット 

によりＷｅｂブラウザで利用可能としたものです。  
・パソコンの画面上で御覧いただくためのマニュアルです。  
・電子版の算出マニュアルから、排出量等の算出がシステムにより行える「ＰＲＴＲ排出量等算 

出システム」に移動することができます。  
 

●ＰＲＴＲ届出作成支援システム：独立行政法人製品評価技術基盤機構 
・届出書を簡単に作成できるシステムです。 
・プログラムをダウンロードすることなく、ホームページ上で届出書を作成できます。 

 

(2) 排出量の区分 

 排出量については、次に掲げる区分ごとの排出量を把握します。 

 ①大気への排出 

 ②公共用水域への排出 

 ③当該事業所における土壌への排出（埋立処分によるものを除く） 

 ④当該事業所における埋立処分 

 

(3) 移動量の区分 

  移動量については、次に掲げる区分ごとの移動量を把握します。 

 ①下水道への移動 

 ②当該事業所の外への移動（①によるものを除く） 

 

Ⅰ－４ 届出方法 

 把握を行った排出量・移動量について、把握を行った翌年度の４月１日から６月３０日の間に、

届出書を提出することとなっています。 

 

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/gyoushumunyuaru.html
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(1) 届出事項 

 ①事業者名   
 ②事業所名及び所在地   
 ③事業所において常時使用される従業員の数   
 ④事業所において行われる事業が属する業種   
 ⑤排出量・移動量を把握した第一種指定化学物質の名称並びに把握した区分ごとの排出量・移  

動量  
 

(2) 届出書の作成・提出方法及び提出書類 

  届出書の作成・提出方法は以下の３つの方法から選ぶことができます。   
   
 ①書面による届出   
   ＰＲＴＲ届出作成支援システムで作成した届出書を印刷して、都道府県等の窓口へ持参又は

郵送で届出を行う方法です。  
 

  ②インターネット等による届出（電子届出） 

   ＰＲＴＲ届出作成支援システムで作成した届出書のＸＭＬファイルをＰＲＴＲ届出システム

に読み込んで届出を行う方法です。 

  なお、電子届出を行う前には、「電子情報処理組織使用届出書」を都道府県等の窓口に持参

又は郵送で提出し、電子届出に必要な識別番号（ユーザーＩＤ）及び暗証番号（パスワード）

等を入手しておく必要があります。   
   
 ③磁気ディスクによる届出 

  ＰＲＴＲ届出作成支援システムで作成した届出書のＸＭＬファイルを磁気ディスクに保存

して、都道府県等の窓口へ持参又は郵送で届出を行う方法です。   
 

ＰＲＴＲ制度についての詳しい内容は、以下の環境省、経済産業省のホームページをご覧下さい。 

 

http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html 

 

 

 

http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html
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Ⅱ 化管法ＳＤＳ制度の概要 

 

 化学物質の管理を適正に行っていくためには、事業者が自分の取り扱っている化学物質やそれ

を含む製品に関して、その成分や性質、取扱い方法を知っておく必要があります。 

 「安全データシート」（ＳＤＳ：Safety Data Sheet）とは、事業者が化学物質や製品を他の事

業者に出荷する際に、その相手方に対して、その化学物質に関する情報を提供するためのもので

す。 

 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」では、政令で

定める第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及びこれらを含む一定の製品について、この化

管法ＳＤＳを提供することが義務化されました（法第 14 条）。 

 

Ⅱ－１ 対象化学物質 

 

(1) 対象物質 

 化管法ＳＤＳ制度においては、具体的には、人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)が

あり、環境中に広く存在する又は将来的に広く存在する可能性があると認められる物質として、

計 649 物質（令和５年４月１日以降）が指定されています（化管法政令最終改正：令和３年 10

月 20 日）。 

 

   第一種指定化学物質  ＰＲＴＲ制度、化管法ＳＤＳ制度の対象物質  ５１５物質 

 

   第二種指定化学物質  化管法ＳＤＳ制度のみの対象物質       １３４物質 
 

                              合 計   ６４９物質 

 

 ※ 別添の「第一種指定化学物質」、「第二種指定化学物質」を参照して下さい。       

 

(2) 対象製品 

 化管法ＳＤＳ制度の対象となる製品は、対象化学物質（第一種及び第二種）を一定割合以上（1
質量％以上。ただし、特定第一種のみ 0.1 質量％以上）含有する製品であり、代表的な種類とし

ては、化学薬品、染料、塗料、溶剤等が挙げられます。 

 なお、事業者による取扱いの過程で対象化学物質が環境中に排出される可能性が少ないと考え

られる製品については、事業者の負担等を考慮し、例外的に化管法ＳＤＳの提供を要しないこと

としています。 

 例外とされるのは、以下のような製品です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済産業省 HP から引用 
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Ⅱ－２ 対象事業者 

 化管法ＳＤＳの対象化学物質又は対象製品について他の事業者と取引を行うすべての事業者が

対象となります。 

 すなわち、ＰＲＴＲ制度と異なり、化管法ＳＤＳ制度には業種の指定、常用雇用者数及び年間

取扱量の要件はありません。 

 

＜対象事業者の要件比較＞  

区  分 化管法ＳＤＳ制度 （参考）ＰＲＴＲ制度 

対象業種 全ての業種 政令で指定する対象業種（24業種） 

事業者規模 
常用雇用者数にかかわらず対象 

（小規模事業者も対象） 
常用雇用者数21人以上の事業者が対象 

年間取扱量 年間取扱量にかかわらず対象 
１ｔ以上が対象 

（特定第一種指定化学物質は 0.5ｔ以上） 

※義務を遵守しない事業者には、経済産業大臣による勧告及び公表措置が行われる場合がありま  
す。（法 15 条関係）  
  
 なお、化管法ＳＤＳは事業者間での取引において提供されるものであり、提供先はあくまで事

業者となりますので、一般消費者は提供の対象ではありません。  
 

Ⅱ－３ 作成、提供方法 

 

(1) 作成方法 

 化管法ＳＤＳや化管法ラベルによる危険有害性情報の伝達方法は、ＧＨＳに対応する国内規格

である JIS Z7253 及び国際規格である ISO11014 においてその記述内容が標準化されており、既に

これらの書式に従って化管法ＳＤＳや化管法ラベルが作成され、広く提供されています。化管法

では、化管法ＳＤＳや化管法ラベルによる情報伝達の方法として、JIS Z7253 に適合する記載に

努めるよう、省令において規定しています。 

 また、化管法及び JIS では、化管法ＳＤＳ及び化管法ラベルは日本語で作成することが義

務付けられています。 

 

●記載しなければならない事項 

1.化学品及び会社情報 

2.危険有害性の要約 

3.組成及び成分情報 

※含有する指定化学物質の名称、指定化学物質の種別、含有率（有効数字２桁） 

4.応急措置 

5.火災時の措置 

6.漏出時の措置 

7.取扱い及び保管上の注意 

8.ばく露防止及び保護措置 

9.物理的及び化学的性質 

10.安定性及び反応性 

11.有害性情報 

12.環境影響情報 

13.廃棄上の注意 

14.輸送上の注意 

15.適用法令 

16.その他の情報 
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(2) 提供方法 

 化管法ＳＤＳの提供は、事業者間の取引に際して日常的・反復継続的に行われるものであり、

その提供方法は、取引の実態に即した形となることが適当です。令和 4 年 3 月 31 日、昨今のデジ

タル化の進展を踏まえ、ＳＤＳ省令を改正し、情報の提供方法等の見直しを実施しました。 
これまでの、原則、文書又は磁気ディスクの交付に、相手方の承諾を要件とせずにメールの送

信又はインターネットを利用した情報の提供等、相手方が容易に閲覧できる方法も追加されてい

ます。 

  また、同じ事業者に対し同種の化学品を継続的に又は反復して取引する場合において、既に当

該化管法ＳＤＳが提供されているときには、そのたびごとに提供を行う必要はありません。（た

だし、相手方から化管法ＳＤＳの提供を求められた際には提供義務が生じます。）  
 なお、製品中の対象化学物質成分及び含有率といった機密情報は、別添として提供することもで

きます。 

  

化管法ＳＤＳ制度についての詳しい内容は、以下の経済産業省のホームページをご覧下さい。 

 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提出、問い合わせ先 

      福岡市役所環境局環境保全課 

         中央区天神１丁目８番１号（本庁舎13階） 〒810-8620 
            電話 092-733-5386 ＦＡＸ 092-733-5592       

 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html

